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 高槻市総合雨水対策アクションプランの概要 
 

本市では平成２４年の集中豪雨で発生した浸水被害を契機に総合的な雨水対策を行う

必要があることから、平成２７年２月には総合的な雨水対策の具体的な取組を示した行

動計画「高槻市総合雨水対策アクションプラン」を策定しました。 

本市の総合雨水対策は「流域治水」の考え方を全国に先駆けて取り組んでいるもので

あり、重点施策として推進してきております。 

また、令和８年２月の中間見直しより、重点地区内で浸水リスクが最も高い高槻中排

水分区を最重点地区として増補管による対策を実施していきます。 

 

 ・ 総合雨水対策アクションプランの基本的な考え方  

◆総合雨水対策の目標 （20 年後） 

 

▼総合雨水対策の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 進捗管理  

PDCA サイクルに基づく進捗管理を行い、アクションプランを進捗する上での課題やよ

り効果的な事業の実施について調査・検討を行い、その結果により、概ね５年毎に見直し

更なる進捗を図ります。 

 

 

 

取組ごとに年度目標を設定・実施、年度末に実施内容・結果による評価を行い、翌年度の

目標設定に反映します。これらの内容を進捗状況表に取りまとめています。 

  

更なる 
浸水被害の軽減 

都市機能の確保 
個人財産の保護 

降雨量 
mm/h 

ハード対策 

ソフト対策 

時間 

 

計画降雨に基づく 
下水道の雨水施設整備 

ピーク流出量の抑制 

雨水流出抑制 

自助・共助 
110 

48 

令和 16 年度 平成 27 年度 見直し 見直し 見直し 

 浸水被害から人命の安全を確保する 

 できるかぎり都市機能の確保や個人財産の保護をはかり、浸水被害の最小化を目指す 
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・ 令和７年度の実施状況  

 アクションプランは「雨水対策施設の整備」、「雨水流出抑制・保水機能の保全」、「水害に

対する備え」の三つの基本方針で構成されています。令和７年度における各方針の代表的な

実施状況は以下のとおりです。 

 

 

１．雨水対策施設の整備 

雨水対策として、これまでの下水道を中心とした雨水排水施設整備に加え、計画降雨を超

える降雨時のピーク流出量を抑える対策を行います。 

 

○計画降雨に基づく雨水幹線等の整備 

雨水取口は、大雨により増水した水路の水を

流域下水道雨水幹線に分水することで、周辺地

区の浸水被害を軽減させるものです。 

令和７年度に柳川地区（１－８′排水分区）に

おける雨水取口の整備工事に着工しました。 

令和８年度の完成を目指し、引き続き整備し

ていきます。 

 

 

○雨水ポンプ場、排水機場及び雨水取口等の定期的

な点検・整備による機能確保 

雨水取口スクリーンのつまりによる排水能力の低

下や降雨時のポンプ排水が必要な時における不稼働

等を未然に防ぐため、雨水ポンプ場や雨水取口等の

定期的な点検・整備を行っています。 

これにより今まで整備してきた施設による浸水被

害軽減の効果を維持しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

降雨時 

晴天時 

点検状況（玉子排水機場） 

雨水取口 

スクリーン清掃前（柳川雨水取口） スクリーン清掃後（柳川雨水取口） 
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○局所的な浸水被害の軽減 

くぼ地などの地形特性によって、大雨等による浸水

被害が発生しやすい地域を対象に、局所的な対策を実

施しました。令和７年度は、辻子３丁目、郡家本町、

上牧２丁目などで雨水管整備と津之江北町、寿町、城

南町、氷室町など街渠改修や新設側溝整備をで実施し、

浸水被害の軽減に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○定期的な要望活動の継続 

 国管理河川である淀川の整備について、高槻

市長が会長を務める淀川右岸治水促進期成同盟

を通じて、淀川水系の治水事業促進に関する要

望書を近畿地方整備局へ提出しました。 

また、気候変動の影響を踏まえた河川整備計

画に基づく治水対策を重点的・集中的に実施す

ることや、事業実施のための財政措置、流域治

水の取組みの推進などを強く要望しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局所的対策（郡家本町） 

淀川右岸治水促進期成同盟 

（令和７年８月 近畿地方整備局にて） 

雨水管設置状況 

齋藤局長 

（近畿地方整備局） 

濱田市長 

(高槻市） 
嶋野市長 

(摂津市） 

山田町長 

(島本町） 

辰谷副市長 

(吹田市） 

日田理事 

(大阪市） 

福渡河川部長 

（近畿地方整備局） 

西澤所長 

（淀川河川事務所） 

新設側溝（寿町） 街渠改修（津之江北町） 
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○定期的な維持管理の継続 

 市が管理する水路や道路側溝等のつまりや破損等により雨水排水能力の低下が起こらない

ように適切に維持管理することで、集中豪雨などの大雨時にも、素早く排水し浸水被害の軽

減につなげています。安岡寺の一部地区において落ち葉等によるつまりを軽減させる排水桝

に更新しました。今後も必要箇所を選定し順次更新していきます。 

 

 

 

 

○防災重点農業用ため池の適切な維持管理 

防災・減災対策を重点的に推進する防災重点農

業用ため池（B・C 級・その他級）の１９か所につ

いて、出水期前に大阪府と合同でパトロールを実

施しました。 

点検結果は、ため池管理者へ通知するとともに、

点検での指摘事項について改善策等を求めていま

す。 

 

その他、以下の取組を実施しました。 

 ・高槻城公園北エリア整備工事にて浸透ますの導入 

 ・道路改築設計(高槻駅前線、大手八幡線)における排水性舗装の導入検討 

 ・水路補修など農業基盤の維持管理支援を２団体に実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

中の池（上土室三丁目） 

集雨水ますの更新 

（安岡寺町） 
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２．雨水流出抑制・保水機能の保全 

雨水の流出抑制を行うには、行政だけでなく市民・事業者のみなさんとの連携・協力が必

要です。そこで、市民・事業者のみなさんの取組の支援を行いました。 

 

○特定都市河川芥川の流域水害対策と雨水浸透阻害行為の許可制度の検討 

 令和７年６月２０日芥

川が特定都市河川に指定

され、令和 8年４月１日

の施行に向け、芥川の河

川改修と芥川流域内での

浸水被害の軽減を加速し

ていくための国、府、高

槻市等で組織される芥川

流域水害対策協議会（第 1 回）を行いました。（令和７年８月２５日） 

また、特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の許可制度の検討を行いまし

た。 

 

○市街地における緑地の保全 

雨水の貯留・浸透による雨水流出量の抑制

に寄与する緑地を保全するため、民間の開発

事業において緑化協議を行い、緑化協定を２

４件締結しました。 

また、市民が協働して行う地域緑化を支援

するため、「高槻市緑花推進連絡会」と連携し

て、自治会などの１４０団体に花苗を配布

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民協働での緑化の推進 



6 

○台風被害を受けた森林の復旧と再生 

平成３０年台風第２１号による市北部地域での甚大な風倒木被害に対して、大阪府森林組

合が実施する災害復旧を支援しています。 

 令和７年度は、原・萩谷地区で倒木処理後の植林を行いました。 

 今後も、引き続き被災森林の再生に努めていきます。 

 

 

〇雨水タンクの設置促進 

市民が自ら居住する住宅に、市が指定する省エ

ネルギー機器等を設置する費用の一部を助成する

制度（エコハウス補助金）を運用し、雨水タンク

の設置を支援しました。 

令和７年度は、本制度を活用し５件の雨水タン

ク（合計容量：７５０Ｌ）が設置されました。引

き続き、助成制度を通じて雨水タンクの設置を促

進します。 

 

その他、以下の取組を実施しました。 

 ・協議した民間開発事業での雨水流出抑制施設の配置促進 

 ・民間施設（建築物）等における開発の際に、事業者に屋上緑化を推進 

・公共工事分科会（市で発注予定工事を各課で共有等を行う）においての、雨水利用施設

の設置協力要請 

 

 

 

 

 

 

雨水タンクの設置 

原・萩谷地区（植樹後） 原・萩谷地区（植樹前） 
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３．水害に対する備え 

災害から生命・財産を守るためには、市民一人ひとりが普段から危機意識を持ち、備えを

怠らないことが重要となります。そこで災害意識を高めるため、情報提供の充実や出前講座

の実施、地域での自助・共助の取組の支援を図りました。 

 

〇ハザードマップを活用した講座を実施 

令和７年度は、自治会や自主防災会などの依頼を受け、１３件の出前講座を実施し、   

約４００人が受講されました。 

また、関西大学の学生１１０人を対象に、洪水・雨水対策をテーマとして高槻市総合雨水

対策アクションプランの取組等に関する講座を実施しました。 

今後も引き続き、講座の開催を実施していきます。 

 

〇市民防災組織等の連携強化 

大阪府北部地震での被災経験や、市全域大防災

訓練の取組みを踏まえ、地域の状況に応じた避難

行動や長期化を見据えた避難所運営などについ

て、更なる習熟と防災意識の高揚を図ることを目

的に、高槻市コミュニティ市民会議との共催によ

る高槻市市民避難訓練を南西地域で実施した結

果、約 1,３00人の参加がありました。 

また、各地区の状況に応じた防災活動のサポー

トや、その活動を担う人材育成を市と協働で推進

し、各種組織・団体間の連携強化に取り組む市民

防災協議会への支援を実施しました。 

 

 

総合センター １４階 

市民避難訓練の様子 

唐崎公民館 



8 

 

その他、以下の取組を実施しました。 

 ・家屋の耐水化や止水板・排水ポンプなどの設置促進、 

地下・半地下の浸水対策についての啓発チラシの配架 

・自治会等が行う側溝や水路の清掃活動での土のう袋の配布や発生土砂の回収 

・下水道（内水）の浸水想定区域図を既往最大降雨から想定最大規模降雨に更新 

 ・ジェイコムウエスト高槻局との連携による防災情報サービスを実施 

 ・防災行政無線（屋外スピーカー）の放送で、緊急・災害情報を確認することが困難な 

  要配慮者等に「緊急・災害情報伝達サービス」を実施 

 ・高槻自主防災組織連絡会に対し防災活動の活性化を図るため、訓練物資等を支援 

 ・地区コミュニティに対して地域振興補助金（防災活動事業費）の交付による支援 

 ・出前講座等で土のうステーションの利用方法や設置場所などの周知 

 ・河川管理者や淀川右岸水防事務組合等関係機関との連携体制の強化 

 ・企業と「災害時応援協定」等の締結による連携体制の強化 

・災害時要援護者の避難支援体制を整備 

 

今後も総合雨水対策アクションプランに基づき、ハードとソフトを組み合わせ、総合的に

浸水被害軽減に努めていきます。 


